
退職後に勤務が継続か否かで変わってくる 

 個人の住民税は、その年 1月 1日居住の

市町村から前年の所得を基に課税されます。

納税は、給与所得者の場合、給与支払者に

より、6月から翌年5月までの給与から「特

別徴収」され納税されます。 

 退職した場合、退職日が6月1日から12

月31日までであるときは、退職の月までは

「特別徴収」により給与から天引きされます

が、その後は「普通徴収」に切り替わり、自

身で市町村に納付することになります。た

だし、次の勤務先で「特別徴収継続」の手続

きをすれば翌月分以降は新たな勤務先から

継続して特別徴収・納付となります。 

 では、退職日が 1月 1日以降の場合はど

のような手続きになるのでしょうか？ 

特別徴収継続か一括徴収かの分岐点 

（１）退職後も継続し勤務先がある場合 

 退職日が1月1日から4月30日までの場

合で、退職後も次の勤務先（＝給与支払者）

があるときは、退職月の翌月 10日までに

「特別徴収継続」の手続きをすれば翌月分以

降は新たな勤務先から継続して特別徴収・

納付となります。 

 退職日が5月1日から5月31日までの場

合は、5月分のみですので、通常通りの住民

税額が最後の給与から徴収されます。 

（２）勤務先がないか空白期間がある場合 

 退職後次の勤務先が決まっていなかった

り、決まっていても次の給与までに空白期

間があったりする場合は、退職する会社が

5月分までを一括徴収し納付しなければな

らないこととなっています。 

 ただし、退職時点で支給される給与や退

職金から一括徴収額を差し引きしても納付

額が足りない場合は、その分の金額を普通

徴収で納付することになります。 

特別徴収継続の場合は速やかに手続きを！ 

 いつの時点で退職するにせよ、「特別徴収

継続」の手続きは、「給与所得者異動届出書」

を提出することにより行われます。旧会社

ではそれまで特別徴収して納付した金額の

実績を記載し、新会社では今後の特別徴収

と納付を行う旨の記載をします。この届出

書は会社を通して提出することになります

ので、新旧会社の給与計算担当者とよく相

談して、書類の不備や理解不足による住民

税延滞にならないよう注意が必要です。 
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1月以降退職者の住民税特別 

徴収の継続と一括徴収の分岐 

「給与所得者異動届

出書」も押印欄はな

くなっていますが、

会社を通した手続き
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